
















（別紙）

生産性向上のための取組

取組内容 備考

多収品種の導入

不耕起田植技術

排水対策 明暗きょ排水の整備、心土破砕

育苗・移植作業の省力化 直播栽培、乳苗移植、プール育苗、蜜苗栽培、疎植栽培

土づくり 堆肥の施用、ケイ酸質資材の施用

肥料の低コスト化、省力化
土壌分析・生育診断を踏まえた施肥、流し込み施肥、側条施
肥

農薬の低コスト化、省力化
種子の温湯消毒、農薬の苗箱播種同時処理、農薬の田植同
時処理、共同防除

立毛乾燥

担い手が行う取組
農地中間管理機能の借受者、認定農業者、認定新規就農者、
集落営農、人・農地プランの中心となる経営体

集積・団地化（①から⑤の条件に基づく，
一連の農作業に支障が生じない２筆以上
の水田であること）

①畦畔で接続②農道又は水路等を挟んで隣接③各々一隅で
接続③段状に接続④耕作者の宅地に接続

施設・機械の共同利用

収穫・流通体制の改善 フレコン・バラ出荷、オペレータやコントラクタ等への作業委託

地域内流通 交付申請者と同じ市町への需要者への出荷



（別紙）二毛作助成のその他要件

その他要件の確認方法

 二毛作助成の対象作物については，以下の要件を満たして生産され，当該年度内に収穫及び出荷・販売
を行うこと。
（１）麦
　農協等と実需者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出荷契約又は実需者との販売契約を
締結していること。
（２）大豆
　農協等との出荷契約又は実需者等との販売契約を締結していること。
（３）飼料作物
　利用供給協定を締結していること。自らの畜産経営に供する目的で生産する場合は，自家利用計画を策
定していること。
（４）飼料用米
　新規需要米取組計画（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙２第４の１）又は生産製造
連携事業計画（米穀の新用途への利用の促進に関する法律第５条第３項）の認定を受けていること。
（５）ＷＣＳ用稲
　新規需要米取組計画の認定を受けていること。
（６）加工用米
　加工用米取組計画（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１第５）の認定又は加工用米
出荷契約（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１第６）を締結していること。
(７）そば・なたね
　　農協等と実需者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出荷契約又は実需者との販売契約を
締結していること。

※麦，大豆，そばのうち，自家加工については，「畑作物の直接支払交付金に係る自家加工販売（直売所
等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）を作成すること。直売所での販売につい
ては，直売所と取引契約を締結するか又は直売所の名称，所在地，連絡先，対象作物の年間販売予定数

（1）麦
　出荷販売契約及び出荷販売伝票により確認する。自家加工については，「畑作物の直接支払交付金に
係る自家加工販売（直売所等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）により確認
する。
（2）大豆
　出荷販売契約及び出荷販売伝票により確認する。自家加工については，「畑作物の直接支払交付金に
係る自家加工販売（直売所等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）により確認
する。
（3）飼料作物
　利用供給協定書又は自家利用計画書により確認する。
（4）飼料用米
　新規需要米取組計画書及び新規需要米生産集出荷数量一覧表により確認する。
（5）ＷＣＳ用稲
　新規需要米取組計画書及び新規需要米生産集出荷数量一覧表により確認する。
（6）加工用米
　加工用米取組計画書又は加工用米出荷契約書及び加工用米生産集出荷数量一覧表により確認する。
（7）そば・なたね
　出荷販売契約及び出荷販売伝票により確認する。自家加工については，「畑作物の直接支払交付金に
係る自家加工販売（直売所等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）により確認
する。



（別紙）　わら利用（耕畜連携）

利用供給協定に含まれるべき事項

　わら利用（わら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組）
  （１）取組の内容
　（２）わらを生産する者
　（３）わらを収集する者
　（４）わらを利用する者
　（５）ほ場の場所及び面積
　（６）刈取り時期
　（７）利用供給協定締結期間
　（８）わら取引の条件（作業分担及び品代・経費の負担）
　（９）その他必要な事項



（別紙）　資源循環（耕畜連携）

(1)　対象作物の粗飼料作物等の範囲

青刈りとうもろこし，青刈りソルガム，テオシント，スーダングラス，青刈り麦（らい麦又はえん麦を
含む。またサイレージ化したものを含む。），青刈り大豆，子実用えん麦，青刈り稲，ＷＣＳ用稲，
わら専用稲，青刈りひえ，しこくびえ，オーチャードグラス，チモシー，イタリアンライグラス，ペレ
ニアルライグラス，ハイブリットライグラス，スムーズブロムグラス，トールフェスク，メドーフェス
ク，フェストロリウム，ケンタッキーブルーグラス，リードカナリーグラス，バヒアグラス，ギニアグラ
ス，カラードギニアグラス，アルファルファ，オオクサキビ，アカクローバ，シロクローバ，アルサイ
ククローバ，ガレガ，ローズグラス，パラグラス，パンゴラグラス，ネピアグラス，セタリア，飼料用
かぶ，飼料用ビート，飼料用しば

(2)　利用供給協定に含まれるべき事項

　資源循環（飼料生産水田へのたい肥散布の取組）
　①取組の内容
　②供給される飼料作物の種類
　③飼料作物を生産する者
　④たい肥を散布する者
　⑤ほ場の場所及び面積
　⑥刈取り時期
　⑦たい肥の散布時期及び量
　⑧利用供給協定締結期間
　⑨たい肥散布の条件（作業分担及び品代・経費の負担）
　⑩その他必要な事項


